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目次

はじめに

１ 障害者支援協議会

(1) 役割と運営の視点

ア 課題の把握と共有

イ 市や関係機関への意見、提案

ウ 障害者福祉計画推進委員会との連携

エ 多業種間の連携・交流

オ 法制度の変更を見据えた運営

カ 広報

(2) 目標の設定

ア 具体的な目標を立てる

イ 柔軟な対応

ウ 運営におけるスケジューリング

２ 各会議等の役割

(1) 全体会

ア 全体会に求められる役割

イ 全体会会議運営の視点

ウ 全体会会議の構成員

(ア) 構成員（全体会委員）の考え方

(イ) 全体会委員の役割

エ 開催スケジュール

(ア) スケジュールと会議の内容の考え方

(イ) 毎年度３回程度の開催

オ 運営会議、専門部会との関係

(ア) 全体会と専門部会の関係の考え方

(イ) 全体会と運営会議の関係の考え方

(2) 運営会議

ア 運営会議に求められる役割

イ 運営会議の構成員

(ア) 委員は「エンジン潤滑油」

(イ) 専門部会への出席

(ウ) 協議会の存在に実効性を持たせる
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ウ 開催スケジュール

エ 会議の運営方法

オ 全体会、専門部会との関係

(ア) 運営会議と全体会の関係の考え方

(イ) 運営会議と専門部会の関係の考え方

(3) 専門部会

ア 専門部会の役割

(ア) 専門部会は実質協議の場

(イ) 全体会への報告

イ 専門部会の運営の視点

(ア) テーマや運営は、自主的かつ柔軟に

(イ) ブツ切りではない、継続的な協議を

(ウ) 協議したことを、具体化する

ウ 目標の設定

(ア) 具体性と個別化の考慮

(イ) 柔軟な対応

エ 専門部会の構成員

(ア) 構成員が意見を出し合う

(イ) 参加しやすく、多様な人が関わる会

(ウ) 構成員（専門部会委員）の考え方

(エ) 専門部会委員の役割

オ 部会長の役割

(ア) 議事の進行

(イ) 運営会議や事務局との連携

(ウ) 全体会への出席と報告

カ 広報・交流活動

キ 全体会、運営会議との関係

(ア) 専門部会と全体会の関係の考え方

(イ) 専門部会と運営会議の関係の考え方

(4) 事務局

ア 事務局の役割

イ 事務局会議の役割

ウ 事務局の運営方法

３ 本手引きの見直し


